
健康ロード桜剪定業務委託（寺井地区） 特記仕様書

◎一般事項

１．発生材の処理は、受注者が処理し現場に存置することなく作業の都度搬出し、

適正に処分するものとする。ただし、あらかじめ監督員の確認を得たものにつ

いてはこの限りではない。

２．本仕様書に記載なき事項、また業務実施中に疑義が生じた場合は、その都度監

督員と協議し指示に従うこと。

３．現地確認の立会いは、双方協議して定めるものとする。

４．契約期間中に受注者から街路樹管理の変更について申し出があった場合は、双

方協議して定めるものとする。

５．作業に当たっては、樹木等の特性及び環境条件を勘案し、細心の注意をもって

作業を行うこと。

６．本仕様書は業務の大要を示すものであって、本書に記載ない事項であっても監

督員が管理上必要と認めた軽微な業務については、業務委託料の範囲に含むも

のとする。

７．この仕様書、特記事項にないものについては、協議の上定めるものとする。

◎街路樹剪定

1. 街路樹剪定の施工については、時期、箇所について監督員より指示を受けるもの

とし、完了後は速やかに監督員に報告しなければならない。

2. 街路樹剪定の施工については、各樹種の特性及び施工箇所にあった剪定形式によ

り行なわなければならない。なお、剪定形式について監督員より指示があった場

合は、その指示によらなければならない。

3. 街路樹剪定の施工について、架空線、標識類に接する枝の剪定形式について、施

工前に監督員の指示を受けなければならない。

4. 街路樹剪定の施工については、街路樹高 120cm までの軽微な枝の剪定について、

業務委託の範囲に含むものとする。

5. 受注者は、剪定の施工にあたり、路面への枝等を交通に支障のないように、速や

かに処理しなければならない。



6. 本業務の施工による枝、葉の処理は、能美市坪野町の美化センターとし、それ以

外の発生材の処理は関係法令に基づき適正に処理するものとし、殻運搬処理及び

発生材運搬を行う場合は、運搬物が飛散しないようにしなければならない。

7. 履行期限は令和８年３月１３日とする。


